
（新様式）記入のポイント 高額療養費①

原則、記入不要

受取代理は原則廃止 → 必要の際は別紙記入

必ず「被保険者」の氏名・生年月日

受診者である被扶養者
氏名等を書くと×

自動審査対象外となり、支
給日数要する場合あり

↑ 必要個所をすべて記入 ↑

記入すると確認
書類が必要

機密性1

高額療養費の支給決定について

●高額療養費は医療機関等から協会けんぽへ保険請求のあった診療報酬明細書（レセプト）により
支給額を計算するため、決定には診療月後３か月以上かかります。

●申請書次ページ欄の受診先の記入の有無に関係なく、自動計算し、支給決定します。

●決定時にレセプトが確認できない等の理由で、支給額が少ないことや不支給となることも想定され
ますが、決定後に新たに合算対象となるレセプトが確認できた場合は、再計算を行い、追加で支給
いたします。

不明の場合は記入不要



（新様式）記入のポイント 高額療養費②

記入すると、非課税証明書等が「不要」

ここの欄は未記入部分あっても可
（到着済みレセプトから自動計算されるため）

記入すると、非課税証明書等が「必要」

必ず記入


